
美しい街並みよ いつまでも 

みどりが丘地区計画 

 
 地区のみんなで、美しい街並みを守り続けるための 

約束ごとを定めた都市計画法に基づいた制度です。 

 
建物の新築、増改築や屋根の葺替、外装のリフォーム、 

ブロック塀の新設などにおける高さや設置位置、色合い 

などの約束ごとがあります。 

役場の都市政策課に届出をお願いします。 

くわしくは、次のページをご覧ください。 

地区計画ってなんだろう？ 

どんな約束ごとがあるの？ 

何か手続きは必要なの？ 
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